
労働者のみなさまへ

仕事と介護の両立は大変ですが、仕事を辞めて介護に専念するとさらに大変です。
仕事と介護の両立は、誰もが関わる課題だと認識することが大切です。

仕事と介護はこうやって両立させる！５つのポイント

１ 要支援、要介護家族がいることを職場に伝え、仕事と介護の両立支援制度を利用する。

２ 介護サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」。

３ 地域包括支援センターやケアマネジャーなど専門家に何でも相談する。

４ 日頃から「家族と良好な関係」を築く。

５ 介護を深刻に捉えすぎずに、「自分のための時間を確保」する。

介護離職を防止するための事前準備！6つのポイント

１ 「仕事と介護の両立」を企業が支援するという方針をアピールする。

２ 「介護に直面しても仕事を続ける」という意識の醸成。

３ 企業の「仕事と介護の両立支援制度」の周知。

４ 介護について話しやすい職場風土の醸成。

５ 介護が必要になった場合に相談すべき「地域の窓口」の周知。

６ 親や親族とコミニュケーションをはかっておく必要性のアピール。

仕事と介護はこうやって支援する！6つのポイント

1 「相談窓口」で両立課題を共有する。

2 企業の「仕事と介護の両立支援制度」の手続き等を周知する。

3 働き方を調整する。

4 職場内の理解を醸成する。（「お互いさま意識」を職場全体に浸透）

5 上司や人事による継続的な心身の状態を確認する。

6 社内外のネットワークづくりを支援する。

平成29年1月1日より、改正育児・介護休業法が施行されます。これにより、介護休業等がより取得しやすくな
ります。 しかし、制度の拡充だけでは介護離職問題は解決できません。

介護離職を防止するヒントをご紹介します。

事業主のみなさまへ

三重労働局雇用環境・均等室

両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金）のご案内
介護離職防止支援助成金とは・・・次の取組を行い、要件を満たした事業主に支給します。
・仕事と介護の両立支援のための職場環境整備
・実際に介護に直面した労働者の「介護支援プラン」の作成・導入
・介護支援プランに沿って労働者の円滑な介護休業を取得・職場復帰させた場合、または仕事と介護の両立のための介護制度を利用させた場合
※他にも要件があります。
介護支援プランとは・・・介護に直面した労働者の状況・希望を踏まえ、事業主が作成する仕事と介護の両立
のための働き方等についての計画です。

企業における制度・環境整備を支援する情報はこちら

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html




